
議員発議案第５号

地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

高齢化の進行、高度情報通信社会の進展等により、消費者を取り巻く環境は大
きく変化しており、消費者トラブルや消費者被害の内容等も複雑化・多様化して
いる中、消費生活相談体制の整備等、地方消費者行政の充実・強化については、
国による地方消費者行政活性化基金・地方消費者行政交付金の措置によって一定
の前進が図られてきている。
一方で、この交付金措置が平成２９年度で一区切りを迎えようとする中、自主

財源や人員（行政職員・消費生活相談員）の確保、消費者安全確保地域協議会（見
守りネットワーク）の設置が進まない等の課題を抱えており、今後も引き続き、
国と一体となって消費者行政をさらに充実する必要がある。
こうした中、国の地方消費者行政に係る交付金の予算額は、平成２８年度補正

・２９年度当初を合わせて５０億円であったのに対し、平成２９年度補正・３０
年度当初では３６億円であり、２８％の減額となっている。
このことは、地方消費者行政の後退、ひいては国全体の消費者行政の後退につ

ながり、高齢者や若年者をはじめとする消費者の安全・安心な消費生活に多大な
影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国におかれては、地方消費者行政の安定的な充実・強化を図るため、

下記事項に取り組まれるよう強く要望する。

記

１ 平成３０年度の地方消費者行政に係る交付金が減額となった影響を把握する
とともに、当初予算で確保できなかった交付金額を補正予算で措置すること。

２ 平成３１年度以降の地方消費者行政に係る交付金について、少なくとも平成
２９年度までの水準で確保すること。

３ 地方公共団体が行う消費者相談情報のＰＩＯ－ＮＥＴへの登録や、悪質業者
に対する行政処分等は、国の消費者行政施策につながっていることを踏まえ、
地方公共団体の消費者行政に係る事務費用に対する国の恒久的な財政措置につ
いて検討すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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